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1

ワールド交通株式会社
（法人番号１４４００
０２０１００３５）
代表者岸本健

北海道寿都郡寿都町字渡島町２０番地１ 富士営業所
北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別２５２番地
６

R6.10.02

処分日車数４０日車のため、一般
貸切旅客自動車運送事業者に対す
る行政処分等の基準３．（６）に
より文書警告

旅客自動車運送事業運輸規
則第７条の２第１項　他４
件

令和６年８月６日、関係機関からの情報を端緒と
して監査を実施。５件の違反が認められた。
（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条
の２第１項）、（２）運行記録計による記録義務
違反（運輸規則第２６条第１項）（３）運転者に
対する指導監督違反（運輸規則第３８条第１
項）、（４）定期点検整備の実施違反（運輸規則
第４５条第１項第１号）、（５）報告義務違反
（道路運送法第９４条第１項）

4 4

2

有限会社道南ビジネス
サポート（法人番号１
４３０００２０６１０
７９）　代表者佐久間
聡史

北海道苫小牧市新明町２丁目６番５号 本社営業所 北海道苫小牧市新明町２丁目６番５号 R6.10.02
輸送施設の使用停止（２５０日
車）及び文書警告

道路運送法第９条の２第１
項　他１０件

令和５年１１月９日及び令和５年１２月６日、そ
の他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒
として監査を実施。１１件の違反が認められた。
（１）運賃料金変更事前届出義務違反（道路運送
法第９条の２第１項）、（２）運送引受書の記載
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第７条の２第１項）、（３）乗
務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第２１条第
１項）、（４）点呼の記録保存義務違反（運輸規
則第２４条第５項）、（５）点呼の記録事項義務
違反（運輸規則第２４条第５項）、（６）乗務等
の記録義務違反（運輸規則第２５条第１項、第２
項、第４項）、（７）運行記録計による記録義務
違反（運輸規則第２６条第１項）、（８）運行指
示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２
第１項）、（９）運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第３８条第１項）、（１０）定期点検
整備の実施違反（運輸規則第４５条第１項第１
号）、（１１）輸送の安全にかかわる公表情報の
報告義務違反（運輸規則第４７条の７第１項）

25 33

3

株式会社ミツル（法人
番号６４３０００１０
７６６９２）　代表者
鄭眞旭

北海道北広島市輪厚中央１丁目１４番地１
５

輪厚営業所
北海道北広島市輪厚中央１丁目１４番地１
５

R6.10.02 文書警告
旅客自動車運送事業運輸規
則第７条の２第１項　他１
件

令和５年１０月２４日、令和５年１１月２７日及
び令和６年１月２９日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。２
件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７
条の２第１項）、（２）自動車に関する表示義務
違反（道路運送法第９５条）

0 0

貸切バス運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和６年１０月)

１０月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧
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貸切バス運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和６年１０月)

１０月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

4

株式会社北華（法人番
号７４３０００１０７
６７３３）　代表者松
浦清

北海道千歳市みどり台北１丁目３番９号 本社営業所 北海道札幌市白石区川下２５２０番地７ R6.10.28
輸送施設の使用停止（１９０日
車）及び文書警告

道路運送法第９条の２第１
項　他６件

令和５年１１月７日、令和５年１２月２０日及び
令和６年７月２３日、その他事故、法令違反、事
件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。７件
の違反が認められた。（１）運賃料金変更事前届
出義務違反（道路運送法第９条の２第１項）、
（２）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条
の２第１項）、（３）乗務等の記録事項義務違反
（運輸規則第２５条第１項、第２項、第４項）、
（４）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則
第２８条の２第１項）、（５）特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２
項）、（６）定期点検整備の実施違反（運輸規則
第４５条第１項第１号）、（７）輸送の安全にか
かわる公表情報の報告義務違反（運輸規則第４７
条の７第１項）

19 40

5

睡蓮観光株式会社（法
人番号６４３０００１
０６７３３７）　代表
者寺岡浩二

北海道札幌市北区新川西４条４丁目６－１
３　ヴェニーニ２０２

北営業所
北海道札幌市北区新川西４条４丁目６－１
３　ヴェニーニ２０２

R6.10.28
輸送施設の使用停止（１４０日
車）及び文書警告

旅客自動車運送事業運輸規
則第２６条第１項　他５件

令和６年２月２９日、令和６年４月１７日及び令
和６年４月２６日、その他事故、法令違反、事
件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。６件
の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第２４条第５項）、（２）運行記録計に
よる記録義務違反（運輸規則第２６条第１項）、
（３）経路の調査等の義務違反（運輸規則第２８
条）、（４）運転者に対する指導監督違反（運輸
規則第３８条第１項）、（５）運転者に対する指
導監督の記録事項違反（運輸規則第３８条第１
項）、（６）運転者に対する特別な指導義務違反
（運輸規則第３８条第２項）

14 72

6

株式会社ＳＯＲＡ（法
人番号４４３０００１
０７０６０７）　代表
者金美成

北海道札幌市清田区美しが丘５条９丁目１
０番１２号

本社営業所
北海道札幌市清田区美しが丘５条９丁目１
０番１２号

R6.10.28 文書警告
旅客自動車運送事業運輸規
則第４７条の７第１項

令和６年９月２５日、その他事故、法令違反、事
件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）輸送の安全にかかわ
る公表情報の報告義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則第４７条の７第１項）

0 1

以下余白


